


 

 

独立監査人の中間監査報告書 

平成 16 笛摘 笛



 

 

独立監査人の中間監査報告書 

平成 15 年 12 月 18 日 

株式会社 神戸製鋼所 

代表取締役社長 水越 浩士 殿 
 

朝日監査法人 

代表社員 
関与社員 公認会計士 下地 章夫 印 

代表社員 
関与社員 公認会計士 乾  一良 印 

関与社員 公認会計士 北山 久恵 印 

 



 

 

独立監査人の中間監査報告書 

平成 16 年 12 月 16 日 

 株式会社 神戸製鋼所 

代表取締役社長 犬伏  泰夫 殿 
 

あずさ監査法人 

 指定社員 
 業務執行社員 公認会計士 安川 文夫 印 

 指定社員 
 業務執行社員 公認会計士 日根野谷 正人 印 

 指定社員 
 業務執行社員 公認会計士 北山 久恵 印 

 

 

当監査法人は、証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社神戸製鋼所の平成16年 4月 1日から平成17年 3月 31日までの第152期事業年度の中
間会計期間（平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 9 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、
中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 


